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三 重 県 名 張 市 夏 見 ２ ８ ２ ８ 番 地

代表取締役社長 松 本 充 生
第76回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第76回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあ
げます。
　近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請さ
れる事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につき
ましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしま
した。
　株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況にも鑑み、感染拡大防止の
観点から、本株主総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様
の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をできるだけお控えいただくようお願い申しあ
げます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年６月26日（金曜日）午後５時
20分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬具
記

１．日 時 2020年６月29日（月曜日）午前９時30分
２．場 所 三重県名張市南町822番地の２

名張産業振興センター　１階多目的ホール
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第76期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告および計算書類報

告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案
第３号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
監査等委員である取締役１名選任の件

以　上
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◎株主総会にご出席くださる株主様とご出席が難しい株主様との公平性等を勘案し、本年か
ら、株主総会におけるお土産の配布を取り止めさせていただくこととなりました。何卒ご理
解賜りますようお願い申しあげます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

◎事業報告、計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト(アドレスhttp://www.takakita-net.co.jp/)に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染防止への対応について
＜株主様へのお願い＞
・本年は、感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる座席は例年より

大幅に減少いたします。予めご了承のほど、よろしくお願い申しあげます。
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合が

ございます。インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.takakita-
net.co.jp/)より、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申しあげます。

・会場受付付近で株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。（ご来場の株主様はマ
スクの持参・着用をお願い申しあげます。）

・株主総会出席の当社役員および運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用
で応対をさせていただきます。

・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、
議場における報告事項（監査報告を含みます）および議案の詳細な説明は省略させていただ
きます。本招集通知書の添付書類に報告事項や議案の詳細説明を記載しておりますので、株
主様におかれましては、事前に招集通知にお目通し下さいますようお願い申しあげます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

（ 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで ）

１．会社の現況に関する事項

第76期
（2019年度）

前事業年度比
軸受部門

9.1％
農業機械部門

90.9％

部門別売上高
構成比

売上高 64億32百万円 10.0％減

営業利益 3億78百万円 40.1％減

経常利益 4億20百万円 38.4％減

当期純利益 2億62百万円 39.2％減

⑴　当事業年度の事業の状況
①　事業の経過およびその成果

　当事業年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調で推移してきましたが、新型コロナウ
イルスの感染拡大による影響で景気が大幅に下押しされ、先行きを含めて厳しい状況となって
おります。
　このような情勢のもと、農業機械部門におきましては、牧草・ワラ梱包作業機の販売増や集
草作業機における新製品の投入効果があったものの、畜産クラスター事業*による導入の遅れが
続く中で大型飼料収穫機「細断型シリーズ」の販売減に加え、初夏の天候不順や大型台風の影
響、そして消費税増税後の反動や降雪不足による除雪作業機の販売減により、国内売上高は減
収となりました。また、欧州向けの輸出は増加したものの、中国・韓国向け輸出の減少により、
海外売上高も減収となり、農業機械部門全体の売上高は減収となりました。
　軸受部門におきましては、風力発電用軸受等の受注が増加しました。
　以上の結果、当事業年度の売上高は64億32百万円と前事業年度に比べ10.0%の減収となりま
した。利益面におきましては、売上高の減少に加え、資材高騰等の増加の影響もあり、営業利
益は３億78百万円と前事業年度に比べ40.1%の減益、経常利益は４億20百万円と前事業年度に
比べ38.4%の減益、そして当期純利益は２億62百万円と前事業年度に比べ39.2%の減益となり
ました。

* 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業

－ 3 －

当事業年度の事業の状況



部 門 別 の 状 況

農業機械部門

エサづくり
関連作業機
39％

土づくり
関連作業機
20％

除雪その他
7％

部品等
14％

細断型
シリーズ
20％

部門内売上高構成比

2019年度
売上高

5,846百万円

6,607

第75期
（2018年度）

5,846

第76期
（2019年度）

（単位：百万円）売上高 　国内売上高は、エサづくり関連作業機の牧草・ワラ梱包作
業機「ロールベーラ」の販売増や集草作業機「ツインレー
キ」における新製品の投入効果があったものの、畜産クラス
ター事業による導入の遅れが続く中で大型飼料収穫機「細断
型シリーズ」の販売減に加え、初夏の天候不順や大型台風の
影響、そして消費税増税後の反動や降雪不足による除雪作業
機「スノ－ブロワ」の販売減により、減収となりました。ま
た、「細断型シリーズ」を中心に欧州向けの輸出は増加した
ものの、中国・韓国向け輸出の減少により、海外売上高も減
収となり、農業機械部門全体の売上高は58億46百万円と前
事業年度に比べ11.5％の減収となりました。

軸受部門

540

第75期
（2018年度）

586

第76期
（2019年度）

（単位：百万円）売上高 　風力発電用軸受等の受注が増加しました結果、売上高は５億86百万円と前事
業年度に比べ8.5％の増収となりました。

②　設備投資の状況
　当事業年度における設備投資の総額は、１億87百万円であります。
　その主なものは、業務効率の改善に向けた基幹システムおよび研究開発等に係る情報システ
ムの更新投資であります。なお、設備投資の総額には、ソフトウエア仮勘定（78百万円）が含
まれております。

③　資金調達の状況
　当事業年度における資金調達の状況につきましては、特記すべき事項はありません。
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④　対処すべき課題
　　当社を取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が抑制され、

景気をさらに下振れさせるリスクが懸念される中、国内農業の構造的な問題に加え、原材料を
中心とした資材高騰や、政府の農業政策の変化、異常気象や自然災害が発生した場合に大きな
影響を受けることが懸念されます。

　　このような状況のもと、主力の農業機械部門におきましては、引き続き農政に沿った、食料
自給力の維持向上に寄与する「強い農業づくり」や「スマート農業」に対応する新製品の開発
にスピード感を上げて取り組み、ブランド力の向上とシェア拡大に努めてまいります。

　　当社は、独創的で圧倒的な仕様・品質・コストに基づく競争力・提案力と国産メーカーなら
ではのサポート力の強化に努め、多様な市場ニーズに対応して売上の拡大を図ってまいります。
また、中長期的な視点から当社の更なる成長を図るためには、海外市場での売上拡大が重要で
あると考えております。中国山東省日照市の合弁会社との連携強化により、現地需要に沿った
新製品の市場投入による拡販の他、韓国、ヨーロッパに加え新規市場の販路拡大にも取り組ん
でまいります。スピード感のある新製品開発のための人材の育成と強化、業務効率の改善と生
産性の向上に努め、さらに一層の原価低減活動による収益力の向上をはかり、事業の持続的な
成長・発展を目指して業績の向上に取り組んでまいります。

　　また、軸受部門におきましては、風力発電の拡大に対する期待感はあるものの、産業界全体
の設備投資の動向が大きな変動要因となってくるものと考えます。徹底した納期・品質管理の
もと加工技術と加工設備を活かし、生産性向上をはかり受注の拡大に取り組んでまいります。

　　なお、2020年４月から創業110周年を見据えた中期経営計画「Offensive110」のサードス
テージ（2019年４月から2022年３月）の２年目を迎え、

「限りなき挑戦　強固な基盤　未来をかたちに　Offensive110」
をスローガンに、次のビジョンを掲げております。
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中期経営計画「Offensive110」（2013年４月から2023年３月）

　企業ビジョン
　　ものづくりを核として、社会に貢献できる企業を目指します。

　　〔企業信頼〕
　　　グローバルニッチであっても、競争力・提案力をつけ一流企業を目指します。

　　〔社会貢献〕
　　　独自の価値観による商品提案で社会貢献を目指します。

　　〔顧客満足〕
　　　最高の商品とサービスを創造し、お客様に真の満足を提供します。

　　これらを達成するため常に「攻撃的・戦略的に攻める」を実践、実行してまいります。

　　株主の皆様におかれましては、何卒一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげま
す。
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⑵　財産および損益の状況の推移

7,1476,892 7,367

第75期
（2018年度）

第74期
（2017年度）

第73期
（2016年度）

6,432

第76期
（2019年度）

（単位：百万円）売上高

683
838 878

第75期
（2018年度）

第74期
（2017年度）

第73期
（2016年度）

420

第76期
（2019年度）

（単位：百万円）経常利益

431

595 624

第75期
（2018年度）

第74期
（2017年度）

第73期
（2016年度）

262

第76期
（2019年度）

（単位：百万円）当期純利益

8,351

6,127

7,466
8,205

5,8535,374

第75期
（2018年度）

第74期
（2017年度）

第73期
（2016年度）

7,697

6,217

第76期
（2019年度）

（単位：百万円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

37.46

51.65 54.14

第75期
（2018年度）

第74期
（2017年度）

第73期
（2016年度）

22.78

第76期
（2019年度）

（単位：円）1株当たり当期純利益

528.69
465.35 506.10

第75期
（2018年度）

第74期
（2017年度）

第73期
（2016年度）

535.54

第76期
（2019年度）

（単位：円）1株当たり純資産

区　　　分 第 73 期
（2016年度）

第 74 期
（2017年度）

第 75 期
（2018年度）

第 76 期
（当事業年度）
（2019年度）

（百万円） 6,892 7,367 7,147 6,432売 上 高
（百万円） 838 878 683 420経 常 利 益
（百万円） 595 624 431 262当 期 純 利 益

１株当たり当期純利益  51円65銭 54円14銭 37円46銭 22円78銭
（百万円） 7,466 8,205 8,351 7,697総 資 産
（百万円） 5,374 5,853 6,127 6,217純 資 産

１ 株 当 た り 純 資 産 465円35銭 506円10銭 528円69銭 535円54銭
（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当た

り純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）

を第75期の期首から適用しており、第74期の総資産の金額については、当該会計基準等
を遡って適用した後の金額となっております。
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⑶　重要な親会社および子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　子会社の状況
　　該当事項はありません。

⑷　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
　当社は、農業機械およびその他機械の製造、販売ならびに軸受加工を行っております。

主 要 品 目

農

業

機

械

土 づ く り 関 連
作 業 機

（肥料散布作業機）
ライムソーワ、ミックスソーワ、フレコンライムソーワ、フルーツキャスタ、　　
グランドエース、ブロードキャスタ、ツインブロードキャスタ、コンポキャスタ、
自走コンポキャスタ、ブレンドキャスタ、ブレンドソーワ
（堆肥散布、尿散布作業機）
マニアスプレッダ、パワープッシュマニア、自走マニアスプレッダ、バキュームカ、
スラリータンカ

エ サ づ く り 関 連
作 業 機

（播種、飼料用トウモロコシ収穫作業機）
ジェットシーダ、コーンハーベスタ
（牧草刈取り作業機）
フィンガーモーア、ディスクモーア、モーアコンディショナ、フロントモーア、　
バタフライモーア、フロントモアコン
（牧草・ワラ拡散、反転、集草作業機）
ロータリテッダ、ロータリレーキ、ツインレーキ、コンビレーキ
（牧草・ワラ梱包、ラッピング作業機）
自走小型ロールベーラ、自走ロールベーラ、ミニロールベーラ、クローラロール　
ベーラ、パワーロールベーラ、パワーカットロールベーラ、可変径ロールベーラ、
自走ラップマシーン、ミニラップマシーン、オートラップマシーン、フルオート　
ラップマシーン、リモコンラップマシーン、コンビラップマシーン

細 断 型 シ リ ー ズ
（飼料用トウモロコシ・牧草・ワラ梱包、ラッピング作業機）
細断型ロールベーラ、細断型コンビラップ
（自走式飼料イネ・飼料刈取り・梱包作業機）
細断型ホールクロップ収穫機、汎用型微細断飼料収穫機

除 雪 そ の 他

（除雪、整地、融雪剤散布作業機）
リヤグレーダ、スノーブロワ、スノーエース、融雪剤散布車
（除草剤散布、防除、雑草刈取り、飼料用穀物粉砕、給餌作業機等）
ｅボート、スプレーヤ、ブームモーア、オフセットシュレッダ、ミリングマシーン、
自走給餌車、ロールカッタ、ベールフィーダ、ベールチョッパ、ベールカッタ

軸 受 加 工 大型ベアリング旋削、転子旋削研磨
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⑸　主要な営業所および工場（2020年３月31日現在）
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 ・ 工 場 三 重 県 名 張 市 東 北 営 業 所 岩 手 県 紫 波 郡 矢 巾 町

札 幌 工 場 北 海 道 札 幌 市 南 東 北 営 業 所 宮 城 県 黒 川 郡 大 衡 村

札 幌 営 業 所 北 海 道 札 幌 市 関 東 営 業 所 栃 木 県 小 山 市

豊 富 営 業 所 北 海 道 天 塩 郡 豊 富 町 関 西 営 業 所 三 重 県 名 張 市

北 見 営 業 所 北 海 道 北 見 市 中 国 営 業 所 岡 山 県 津 山 市

中 標 津 営 業 所 北 海 道 標 津 郡 中 標 津 町 九 州 営 業 所 福 岡 県 八 女 郡 広 川 町

帯 広 営 業 所 北 海 道 河 西 郡 芽 室 町 南 九 州 営 業 所 宮 崎 県 都 城 市

⑹　従業員の状況（2020年３月31日現在）
従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

268名 3名増 39.8歳 16.2年

（注）従業員数は就業人員です。なお、パートタイマーは含んでおりません。

⑺　主要な借入先（2020年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 南 都 銀 行 30百万円

株 式 会 社 第 三 銀 行 30百万円

株 式 会 社 中 京 銀 行 10百万円

⑻　その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2020年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 50,000,000株
⑵　発行済株式の総数 14,000,000株（自己株式2,471,074株を含む。）
⑶　株主数 4,283名
⑷　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

タ カ キ タ 持 株 会 1,781千株 15.5％

タ ナ シ ン 電 機 株 式 会 社 695千株 6.0％

株 式 会 社 ク ボ タ 660千株 5.7％

株 式 会 社 南 都 銀 行 569千株 4.9％

株 式 会 社 第 三 銀 行 500千株 4.3％

タ カ キ タ 従 業 員 持 株 会 449千株 3.9％

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 400千株 3.5％

ヤ ン マ ー ア グ リ 株 式 会 社 380千株 3.3％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 316千株 2.7％

井 関 農 機 株 式 会 社 300千株 2.6％

（注）１．当社は、自己株式を2,471,074株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当事業年度末日における新株予約権の状況

名称
（発行決議日）

１個当たりの
発行価額

１株当たりの
行使価額 権利行使期間 目的となる株式の

種類及び数

第１回新株予約権
（2016年６月29日） 436円（注）２ １円 2016年７月16日

～2046年７月15日
普通株式100株

（新株予約権１個
につき100株）

第２回新株予約権
（2017年６月29日） 419円（注）３ １円 2017年７月19日

～2047年７月18日
普通株式100株

（新株予約権１個
につき100株）

第３回新株予約権
（2018年６月28日） 542円（注）４ １円 2018年７月18日

～2048年７月17日
普通株式100株

（新株予約権１個
につき100株）

第４回新株予約権
（2019年６月20日） 434円（注）５ １円 2019年７月９日

～2049年７月８日
普通株式100株

（新株予約権１個
につき100株）

（注）１．上記の新株予約権の権利行使の条件は、以下のとおりとなっております。
・新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使

することができる。
・新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。

２．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正
な評価単価（１株当たり435円）を合算しております。

３．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正
な評価単価（１株当たり418円）を合算しております。

４．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正
な評価単価（１株当たり541円）を合算しております。

５．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正
な評価単価（１株当たり433円）を合算しております。

⑵　当事業年度末日に当社役員が保有する新株予約権の状況
名称 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式の数

第１回新株予約権 ５名 220個 22,000株

第２回新株予約権 ５名 220個 22,000株

第３回新株予約権 ５名 250個 25,000株

第４回新株予約権 ５名 250個 25,000株
（注）監査等委員である取締役には新株予約権を付与しておりません。
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役の状況（2020年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 松 本 充 生

取 締 役 専 務 執 行 役 員 松 田 順 一 軸受部担当兼経営企画室長兼内部監査室長
山東五征高北農牧機械有限公司　副董事長

取 締 役 専 務 執 行 役 員 沖 　 篤 義 管理本部長

取 締 役 常 務 執 行 役 員 益 満 　 亮 製造開発本部長
山東五征高北農牧機械有限公司　董事

取 締 役 執 行 役 員 川 口 芳 巨 海外営業本部長

取 締 役 （ 常 勤 監 査 等 委 員 ) 松 村 篤 樹

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ) 桐 越 昌 彦 タナシン電機株式会社取締役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ) 沖 　 恒 弘 岩崎通信機株式会社社外取締役
株式会社宇徳社外監査役

（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く。）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有な
らびに他の監査等委員への情報提供、重要書類閲覧による内部統制システムの監視、内部監査室や会
計監査人と監査等委員会との十分な連携を可能とし、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、
松村篤樹氏を常勤の監査等委員として選定しております。

２．取締役（監査等委員）のうち、桐越昌彦氏および沖恒弘氏は、社外取締役です。なお、当社は株式会
社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して、桐越昌彦氏および沖恒弘氏を独立役員
とする独立役員届出書を提出しております。

３．取締役（監査等委員）沖恒弘氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に
関する相当程度の知見を有しております。

４．当事業年度における取締役の退任は次のとおりです。
・取締役（常勤監査等委員）西口義久氏および取締役（監査等委員）奥村隆司氏は、2019年６月20日

開催の第75回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
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⑶　当事業年度に係る取締役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 総 額

取締役（監査等委員であるものを除く。） ５名 60,158千円

取 締 役 （ 監  査  等  委  員 ）
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

５名
(３名)

13,080千円
（3,000千円)

合 計
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

10名
(３名)

73,238千円
（3,000千円)

（注）１．支給人員および報酬等の総額には、2019年６月20日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって退
任した取締役（監査等委員）２名（うち社外取締役１名）を含んでおります。

２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第71回定時株主総

会において、月額6,700千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、また、別枠で2016年６月
29日開催の第72回定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額16,500千円以内と
決議いただいております。

４．監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第71回定時株主総会において、月
額3,000千円以内と決議いただいております。

５．上記の報酬等の総額には、ストックオプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度に
おける費用計上として、次の金額が含まれております。

　　・取締役（監査等委員であるものを除く。）５名　10,825千円
６．取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、定められた役員報酬要領（役員報酬基準）

に基づく報酬案を監査等委員会の答申を受けた上で取締役会の決議により決定しております。
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⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役(監査等委員)桐越昌彦氏は、タナシン電機株式会社の取締役であります。当社と兼職
先との間には特別な関係はありません。

・取締役(監査等委員)沖恒弘氏は、岩崎通信機株式会社の社外取締役および株式会社宇徳の社
外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

②　当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との親族関係
　該当事項はありません。

③　当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

社外取締役（監査等委員）
桐 越 昌 彦

当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査等委
員会17回のうち17回全てに出席いたしました。
他社での豊富な企業経営経験と高い見識から、取締役会にお
いて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の助言・提言を行っております。また、監査等委員会におい
て内部監査に関する状況、内部統制システムの状況、重要な
会計処理の判断に関する状況などについて、積極的に報告を
求め、意見を述べております。

社外取締役（監査等委員）
沖 　 恒 弘

2019年６月20日就任以降、当事業年度に開催された取締役会
12回のうち12回、監査等委員会12回のうち12回全てに出席い
たしました。
公認会計士および税理士としての専門的見地から、取締役会
において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。また、監査等委員会に
おいて内部監査に関する状況、内部統制システムの状況、重
要な会計処理の判断に関する状況などについて、積極的に報
告を求め、意見を述べております。
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

　有限責任 あずさ監査法人

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 26,000千円
②　会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

26,000千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた
上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況の相当性、報酬見積りの算定根拠
について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬
等の額について、同意の判断をいたしました。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等
委員会が選定した監査等委員は、解任した旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総
会において報告いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査
人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任に関する議案の内容を決定いたします。

⑷　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制の概要

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての概要は以下のとおりであります。
①　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

 

⒈　「コンプライアンス憲章」、「コンプライアンス規定」をコンプライアンス体制の基本と
し、コンプライアンス委員会を設け、教育・研修等を通じて全員に周知、徹底する。

⒉　コンプライアンスに係る通報体制として、「内部通報に関する規定」に基づき運用する。
⒊　コンプライアンス状況について、「内部監査規定」に基づき、内部監査室が監査を実施

し、その監査結果を社長および監査等委員会に報告する。
⒋　取締役および使用人は、重大な法令違反等を発見したときは、遅滞なく内部監査室または

監査等委員会に報告する。
②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役会議事録や稟議書等の取締役の職務の執行に係る情報については、「取締役会規
則」および「文書管理規定」に基づき適切かつ確実に保存管理する。

③　損失の危険の管理に関する規定その他の体制
　管理本部がリスクの総合管理を行い、「リスク管理規定」「与信管理規定」に基づき、
リスクの洗い出し・評価を実施し、報告および対策を適切に講じる。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　「取締役会規則」「業務分掌規定」「職務権限規定」に基づき、取締役の職務の執行が
効率的に行われることを確保するとともに、重要事項については「常務会規則」に基づき
常務会において多面的な検討をする。

⑤　当社および関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
⒈　当社は、子会社および関連会社（以下「関係会社」という）に対する管理の適正化を図

り、関係会社の指導・育成を促進し、企業集団として事業目的の遂行とグループ内で成長
することを目的として、「関係会社管理規定」を制定する。

⒉　当社と関係会社との間における不正な取引や会計処理を防止するため、当社において指導
および内部統制に関する対応支援を行う。

⒊　当社が関係会社に対し行う管理、指導、育成の基本事項は、「関係会社管理規定」に基づ
き当社管理本部が関係会社の経営内容を的確に把握するための財務状況その他の重要な
情報について定期的な報告を求める。また、関係会社の取締役等が効率的な業務遂行およ
びコンプライアンス体制の構築ができるよう、必要に応じて指導・助言を行う。
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⑥　監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使
用人の他の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事項ならびに監
査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
⒈　監査等委員会は、監査等に従事する使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ

る。
⒉　監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査等委員の指揮命令下で職

務を遂行し、その評価については監査等委員会の意見を聴取し、取締役（監査等委員であ
るものを除く。）からの独立性を確保する。

⑦　取締役（監査等委員であるものを除く。）および使用人が監査等委員会に報告するための
体制
⒈　取締役（監査等委員であるものを除く。）は、取締役会等の重要な会議において随時その

担当する職務の執行状況を報告する。
⒉　取締役（監査等委員であるものを除く。）および使用人は、「監査等委員会規則」の定め

るところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告および情報提供を行う。
⑧　監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない

ことを確保するための体制
　取締役（監査等委員であるものを除く。）および使用人は、監査等委員会に直接報告を
行うことができるものとし、社内規定等において当該報告を行ったことを理由として不利
な取扱いを受けないことを確保する。

⑨　監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の
処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⒈　監査等委員がその職務の執行について、会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払等

の請求をした場合（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）、当該費用または
債務を処理する。

⒉　監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求
めた場合、その費用を負担する。

⒊　代表取締役および取締役（監査等委員であるものを除く。）は、監査等委員会と定期的に
会合をもち、会社の対処すべき課題や監査上の重要課題等について積極的に意見交換をす
る。

－ 17 －

業務の適正を確保するための体制



⑩　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制
　「反社会的勢力対策規定」および「反社会的勢力対応マニュアル」に基づいて、市民生
活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を遮断し、反社会的
勢力排除に向けて、警察や企業防衛対策協議会等の専門機関と連携し情報収集をする。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、2015年６月26日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の議決権を有する
監査等委員が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上ならびに内部監査室と連携した
監査を実施することにより内部統制の実効性の向上を図りました。
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであ
ります。
①　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための運用状況

・「取締役会規則」「業務分掌規定」「職務権限規定」に基づき、取締役の職務の執行が効
率的に行われることを確保し、取締役会を16回開催し、予算策定、設備投資等について審
議しました。

・取締役会において、月次経営成績が報告され、経営目標の達成状況・経営課題およびその
対応策について確認し、審議しました。

②　コンプライアンスに対する取組みの状況
・社内におけるコンプライアンスの徹底を図るため２ヵ月毎にコンプライアンス委員会を開

催し、コンプライアンスに関する教育・研修を積極的に行い、各職場でコンプライアンス
ミーティングを実施しました。

・職場の管理者は連携して、具体的遵守事項の指導、助言、教育、周知徹底、監視、監督を
行い、相互牽制しながら業務を遂行できるよう啓蒙・強化しました。
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③　損失の危険の管理に関する規定その他の運用状況
・情報セキュリティについては、当社の取り扱う様々な情報を漏洩リスクから回避するとと

もに、保有するすべての情報資産の保護と適切な管理を行うため、「情報システム業務管
理規定」を定め、継続的な改善に努めました。

・品質リスクについては、すべての品質情報が社長直轄の品質保証室に集められるシステム
となっており、毎月１回品質委員会を開催し、迅速、適切な処理について審議しました。

④　監査等委員会に関する運用状況
・監査等委員会は、必要の都度情報交換の機会を設けるとともに、内部監査室が行った内部

監査の結果報告を受け、監査上の問題点等を共有しています。また、会計監査人との協議
の機会を設けて、情報交換・意見交換を行うとともに監査報告・監査計画等を確認し監査
上の課題等について状況把握を行いました。

・常勤の監査等委員が中心となり、取締役会、経営企画会議にはすべて出席するほか、各種
委員会、その他会議にも積極的に参加し、内部統制状況の改善に向けた具体的な検討、関
連部署への指示・提言等を行いました。

⑤　関係会社の業務の適正を確保するための運用状況
・当社は、関係会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規定」に基づき、経

営計画、決算および業務執行等に関し、定期的に報告を受けております。
　また、当社の管理本部が関係会社の実地たな卸に立ち会い、たな卸資産の実在性を確認し、

決算・財務報告等の適正性を確認しております。

７．会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について
は、特に定めておりません。

－ 19 －

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針



貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
前 渡 金
そ の 他 の 流 動 資 産

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 輌 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他 の 投 資
貸 倒 引 当 金

4,265,872
851,558
160,454
556,240
846,490
856,033
140,592
355,145

9,995
488,536

88
737

3,431,976
2,187,775

985,787
111,296
449,430

6,567
52,870

562,248
15,124
4,448

135,004
27,839

107,165
1,109,196

659,755
7,260

152,512
93,655

196,778
△766

（負債の部）
流 動 負 債 1,145,546

支 払 手 形 3,264
電 子 記 録 債 務 323,231
買 掛 金 186,183
短 期 借 入 金 70,000
未 払 金 51,173
未 払 費 用 148,945
未 払 法 人 税 等 61,995
未 払 消 費 税 等 89,008
賞 与 引 当 金 99,965
リ ー ス 債 務 1,241
そ の 他 の 流 動 負 債 110,538

固 定 負 債 334,991
長 期 預 り 保 証 金 11,088
リ ー ス 債 務 3,207
退 職 給 付 引 当 金 314,355
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 6,340

負 債 合 計 1,480,538
（純資産の部）

株 主 資 本 5,960,822
資 本 金 1,350,000
資 本 剰 余 金 825,877
資 本 準 備 金 825,877

利 益 剰 余 金 4,402,581
利 益 準 備 金 204,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 4,198,081

別 途 積 立 金 3,850,000
繰 越 利 益 剰 余 金 348,081

自 己 株 式 △617,636
評 価 ・ 換 算 差 額 等 213,372
その他有価証券評価差額金 213,444
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △71

新 株 予 約 権 43,116
純 資 産 合 計 6,217,311

資 産 合 計 7,697,849 負 債 純 資 産 合 計 7,697,849
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（ 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 6,432,271

売 上 原 価 4,491,684

売 上 総 利 益 1,940,586

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,561,715

営 業 利 益 378,870

営 業 外 収 益 54,156

営 業 外 費 用 12,153

経 常 利 益 420,873

特 別 利 益 69

固 定 資 産 売 却 益 69

特 別 損 失 13,184

固 定 資 産 廃 棄 損 502

投 資 有 価 証 券 評 価 損 12,682

税 引 前 当 期 純 利 益 407,758

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 126,525

法 人 税 等 調 整 額 18,587

当 期 純 利 益 262,645
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株主資本等変動計算書

（ 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資　本

準備金
資 本
剰 余 金
合 　 計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越
利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,350,000 825,877 825,877 204,500 3,550,000 500,724 4,255,224 △617,636 5,813,465
当 期 変 動 額

別途積立金の積立 300,000 △300,000 － －
剰 余 金 の 配 当 △115,289 △115,289 △115,289
当 期 純 利 益 262,645 262,645 262,645
自 己 株 式 の 取 得 － －
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 300,000 △152,643 147,356 － 147,356
当 期 末 残 高 1,350,000 825,877 825,877 204,500 3,850,000 348,081 4,402,581 △617,636 5,960,822

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 281,914 △204 281,710 32,291 6,127,467
当 期 変 動 額

別途積立金の積立 －
剰 余 金 の 配 当 △115,289
当 期 純 利 益 262,645
自 己 株 式 の 取 得 －
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の
当期変動額(純額)

△68,470 132 △68,337 10,825 △57,512

当 期 変 動 額 合 計 △68,470 132 △68,337 10,825 89,843
当 期 末 残 高 213,444 △71 213,372 43,116 6,217,311
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準および評価方法
①関係会社出資金　　　　　　　　　　移動平均法による原価法
②その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　　　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　　　移動平均法による原価法
③デリバティブ　　　　　　　　　　　時価法
④たな卸資産の評価基準および評価方法

商品・製品・原材料・仕掛品　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　個別原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）　定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を

除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および
構築物については定額法）
なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方
法と同一の基準によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエア　　　　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

③長期前払費用　　　　　　　　　　　定額法
④リース資産　　　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
⑶　引当金の計上基準

①貸倒引当金　　　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金　　　　　　　　　　　　従業員賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を
計上しております。

③退職給付引当金　　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
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④役員退職慰労引当金　　　　　　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支
給額を計上しておりましたが、2008年６月をもって役員退職慰労金
制度を廃止したため、2008年７月以降新たな引当て計上は行ってお
りません。
なお、当事業年度末における退職慰労引当金残高は、当制度の廃止
以前から在任している役員に対する支給見込額であります。

⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　①重要なヘッジ会計の方法

　(ⅰ)ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たして
いる場合には振当処理を採用しております。

　(ⅱ)ヘッジ手段とヘッジ対象、　　　当社の内規であります「為替リスク管理方針」に基づき、為替変動
　　ヘッジ方針　　　　　　　　　　リスクをヘッジしております。当事業年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…製品輸入による外貨建買入れ債務および外貨建予定取

引
　(ⅲ)ヘッジ有効性評価の方法　　　　ヘッジ有効性の判定は、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・
フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロ
ー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断してお
ります。ただし、振当処理によっているものについては、有効性評
価を省略しております。

　②消費税等の会計処理　　　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
⑸　会計方針の変更
　　該当事項はありません。
⑹　追加情報

（厚生年金基金の解散）
　当社が加入しておりました「農業機械製造業厚生年金基金」（以下、同基金という）は、基金の解散方針
の決定に伴い、解散認可を申請し、当社は、2017年11月27日付で厚生労働省より解散が認可された旨の通
知文書を2017年12月５日に同基金より受領し、2019年12月16日付で厚生労働省より清算結了に伴う決算
報告書が承認された旨の通知文書を2020年１月31日に同基金より受理しました。
　同基金の解散に伴う費用の発生と業績に与える影響は、ありません。
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２．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産

①有形固定資産
建物 323,145千円
土地 203,732千円

計 526,877千円
②銀行根担保設定に供している投資有価証券 201,397千円

上記①および②に対する債務
短期借入金 60,000千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 3,860,968千円

３．損益計算書に関する注記
　　関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 67,861千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 14,000,000株 － － 14,000,000株

⑵　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 2,471,074株 － － 2,471,074株
⑶　剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等
（ⅰ）2019年６月20日開催の第75回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 57,644千円
・１株当たり配当額 ５円
・基準日 2019年 3 月31日
・効力発生日 2019年 6 月21日

　（ⅱ）2019年10月30日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 57,644千円
・１株当たり配当額 ５円
・基準日 2019年 9 月30日
・効力発生日 2019年12月 2 日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
2020年６月29日開催の第76回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 57,644千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 ５円
・基準日 2020年 3 月31日
・効力発生日 2020年 6 月30日

⑷　当事業年度末における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株
式の種類および数

普通株式 94,000株
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５．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
賞与引当金 30,489千円
退職給付引当金 95,878千円
役員退職慰労引当金 1,933千円
投資有価証券評価損 47,305千円
ゴルフ会員権評価損 3,827千円
減損損失 6,073千円
未払事業税 5,760千円
その他 69,805千円

繰延税金資産小計 261,073千円
評価性引当額 △75,775千円

繰延税金資産合計 185,297千円
（繰延税金負債）
　その他有価証券評価差額金 91,642千円

繰延税金負債合計 91,642千円
繰延税金資産（負債）の純額 93,655千円

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 30.5％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3％
住民税均等割等 3.1％
評価性引当金 2.0％
税率変更による期末繰延税金資産の修正 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.6％

⑶　法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
　2019年度税制改正における地方税法等の改正により、2019年10月1日以後に開始する事業年度の法人
事業税等の税率改正が行われました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法
定実効税率は従来の30.2％から2020年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等
については、30.5％となります。
　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は921千円増加し、
法人税等調整額が1,822千円、その他有価証券評価差額金が901千円、それぞれ減少しております。
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６．金融商品に関する注記
　⑴　金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
　　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針で

あります。デリバティブは、将来の為替変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない
方針であります。
②金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

　　営業債権である受取手形、電子記録債権および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リ
スクに関しては、営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残
高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企
業の株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業と
の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　　営業債務である支払手形、電子記録債務および買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。
　　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動

リスクに晒されておりますが、全て短期借入金であります。
　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、海

外営業本部が決済担当者の承認を得て行っております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リス
クを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

　　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき管理本部が
適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しておりま
す。
③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　　　2020年３月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであり

ます。
貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額

⑴現金及び預金 851,558千円 851,558千円 －千円

⑵受取手形 160,454千円 160,454千円 －千円

⑶電子記録債権 556,240千円 556,240千円 －千円

⑷売掛金 846,490千円 846,490千円 －千円

⑸未収入金 488,536千円 488,536千円 －千円
⑹投資有価証券

　その他有価証券 652,115千円 652,115千円 －千円

⑺支払手形 (3,264)千円 (3,264)千円 －千円

⑻電子記録債務 (323,231)千円 (323,231)千円 －千円

⑼買掛金 (186,183)千円 (186,183)千円 －千円

⑽短期借入金 (70,000)千円 (70,000)千円 －千円

⑾未払金 （51,173)千円 （51,173)千円 －千円

⑿未払費用 （148,945)千円 （148,945)千円 －千円

⒀未払法人税等 （61,995)千円 （61,995)千円 －千円
(＊)　負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
(注１)　金融商品の時価の算定方法に関する事項
　⑴現金及び預金、⑵受取手形、⑶電子記録債権、⑷売掛金、⑸未収入金
　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。
　⑹投資有価証券　その他有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
　⑺支払手形、⑻電子記録債務、⑼買掛金、⑽短期借入金、⑾未払金、⑿未払費用、⒀未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
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　(注２)　非上場株式（貸借対照表計上額7,640千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから、「⑹投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。
　また、関係会社出資金（貸借対照表計上額152,512千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。

７．賃貸等不動産に関する注記
　⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、三重県その他の地域において賃貸用の土地、マンションおよび遊休地を有しております。2020年
３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は19,243千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は
営業外費用に計上）であります。

⑵　賃貸等不動産時価等に関する事項
貸 借 対 照 表 計 上 額

当 事 業 年 度 末 の 時 価
当 事 業 年 度 期 首 残 高 当 事 業 年 度 減 少 額 当 事 業 年 度 末 残 高

291,597千円 △1,138千円 290,459千円 534,014千円
(注１)　貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額であります。
(注２)　当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用

いて調整を行ったものを含む。）であります。

８．持分法損益等に関する注記
　当社が有している関連会社は、利益基準および利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるた
め、記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 535円54銭
⑵　１株当たり当期純利益
⑶　潜在株式調整後１株当たり当期純利益

22円78銭
22円61銭

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

11．その他の注記
　該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2020年５月18日
株 式 会 社　タ　カ　キ　タ

取締役会　御中
有　限　責　任　あ　ず　さ　監　査　法　人
名　古　屋　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 田 国 良 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 橋 敦 司 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社タカキタの2019年４月１日から

2020年３月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書
監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第76期事業年度における取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制（会社の内部統制に係る体制全般）について取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき、監査の方針、監査計画、職務の分担等を定

め、会社の内部監査部門と連携の上、取締役会その他重要会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、監査等委員会を定期的に開催し審議しま
した。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月20日
株 式 会 社 タ カ キ タ 　 監 査 等 委 員 会
常 勤 監 査 等 委 員 松 村 篤 樹 ㊞
監 査 等 委 員 桐 越 昌 彦 ㊞
監 査 等 委 員 沖 　 恒 弘 ㊞

(注)　監査等委員桐越昌彦及び沖恒弘は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役
であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題のひとつと位置づけており、経営基盤の強化
を図り株主資本の充実に努めることにより、将来にわたり継続的、安定的に適正レベルの配当を実施
することを基本方針としております。
　つきましては、当事業年度の業績および今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり当事業年度の
期末配当およびその他の剰余金の処分をいたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
当事業年度の期末配当について、１株につき５円とさせていただきたいと存じます。
これにより、中間配当５円を加えた年間の配当金は、１株につき10円となります。
①　配当財産の種類

　金銭
②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金５円
　なお、この場合の配当総額は57,644,630円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2020年６月30日

２．その他の剰余金の処分に関する事項
内部留保につきましては、将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、下記のとおりと
いたしたいと存じます。
①　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 150,000,000円
②　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 150,000,000円
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第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）
全員（５名）は任期満了となります。
　つきましては、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると
判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりです。
候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

まつ
松

もと
本

みつ
充

お
生

(1956年１月６日生)

1978年４月 当社入社

59,000株

2004年10月 当社営業部長
2005年６月 当社取締役貿易部担当兼営業部長
2007年６月 当社取締役技術部、貿易部担当兼営業部長
2008年６月 当社常務取締役農機事業部担当兼営業部長
2010年４月 当社常務取締役農機事業部担当
2011年４月 当社代表取締役社長(現任)

【取締役候補者とした理由】
松本充生氏は、代表取締役社長として経営の指揮を執り、経営の重要事項の決定および業務執行に
対する監督など、当社の持続的な企業価値の向上を図る役割を務めており、今後においても更なる
貢献が期待できるため、当社の取締役候補者といたしました。

２

おき
沖

 
　

あつ
篤

よし
義

(1955年２月15日生)

1977
2004
2006
2014
2015
2017

年
年
年
年
年
年

４
10
６
６
６
６

月
月
月
月
月
月

当社入社
当社総務部長
当社取締役総務部長
当社取締役執行役員管理本部長
当社取締役常務執行役員管理本部長
当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

43,000株

【取締役候補者とした理由】
沖　篤義氏は、当社の経理・財務および人事総務の管理部門で豊富な経験と幅広い知見を有してお
り、今後においても更なる貢献が期待できるため、当社の取締役候補者といたしました。

－ 35 －

取締役（監査等委員であるものを除く。）選任議案



候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

３

ます
益

みつ
満

 
　

りょう
亮

(1958年６月12日生)

1981年４月 当社入社

36,000株

2009年７月 当社製造部長
2011年６月 当社取締役製造部長
2013年７月 当社取締役製造本部長兼本社工場製造部長
2014年６月 当社取締役執行役員製造本部長兼本社工場長
2016
2017
2018

年
年
年

10
６
４

月
月
月

山東五征高北農牧機械有限公司　董事(現任)
当社取締役常務執行役員製造本部長
当社取締役常務執行役員製造開発本部長(現
任)

【取締役候補者とした理由】
益満　亮氏は、当社の製造部門で豊富な経験と幅広い知見を有しており、今後においても更なる貢
献が期待できるため、当社の取締役候補者といたしました。

４

かわ
川

ぐち
口

よし
芳

きよ
巨

(1953年７月28日生)

1976年４月 丸紅株式会社入社

28,000株

1997年10月 同社開発機械部部長代理兼開発機械課課長
2001年８月 トキコ株式会社海外営業部部長
2009年11月 当社入社　貿易部顧問
2011年６月 当社執行役員貿易部長
2012年６月 当社取締役貿易部長
2014年６月 当社取締役執行役員海外営業本部長(現任)

【取締役候補者とした理由】
川口芳巨氏は、長年グローバルに展開する海外営業部門に携わり豊富な経験と幅広い知見を有して
おり、今後においても更なる貢献が期待できるため、当社の取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

５

※
な し

梨
は ら

原
ひ ろ

弘
か つ

勝
(1963年６月22日生)

1986
2008
2017
2018
2018
2019

年
年
年
年
年
年

４
６
３
４
10
６

月
月
月
月
月
月

株式会社南都銀行入行
同行山田川支店長
同行プライベートバンキング部長
南都リース株式会社取締役統括部長
当社へ出向、当社経営企画室長代理
当社執行役員内部監査室長兼品質保証室長兼
経営企画室長代理

600株

2019年10月 当社執行役員品質保証室長兼経営企画室長代
理(現任)

【取締役候補者とした理由】
梨原弘勝氏は、長年従事した金融機関で培った財務および会計に関する知見と当社における経営企
画部門等における幅広い経験を有しており、今後においても更なる貢献が期待できるため、当社の
取締役候補者といたしました。

（注）１．※印は、新任の候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件
　監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を１名増員することといたしたく、監査等委
員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

※
は 　 っ 　 と 　 り

服　 部
え い

永
じ

次
(1943年10月17日生)

1966 年４月 株式会社南都銀行入行

－株

1998 年６月 同行取締役
2002 年６月 南都スタッフサービス株式会社取締役社長
2005
2005

年
年

６
12

月
月

同社取締役会長
はっとり社会保険労務士事務所（現任）

2009
2015

年
年

６
６

月
月

奈良県社会保険労務士会会長(現任)
全国社会保険労務士会連合会常任理事（現任）

【社外取締役候補者とした理由】
服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務および会計に関する知見と社会保険労務士としての専
門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点で
の監査・監督、ならびに当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断した
ため、当社の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

（注）１．※印は、新任の候補者であります。
２．監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．服部永次氏は、社外取締役候補者であります。
４．当社は、服部永次氏を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに

基づく独立役員として両取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、独立
役員として指定する予定であります。

５．服部永次氏の選任が承認された場合は、当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり
ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、法令が定める最低責任限度額としてお
ります。

以　上
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株主総会会場ご案内図
三重県名張市南町822番地の２　名張産業振興センター　１階多目的ホール

近鉄大阪線　名張駅より徒歩約13分

新
夏
見
橋

至大阪難波
黒田大橋

至桜井

名張大橋
イオン

名張
小学校

名張
郵便局

名
張
駅

西名張
郵便局

至伊勢中川

名張高等学校
至津

アニエス・
ガーデン名張

adsホール

Ｎ
当社株主総会会場
名張産業振興センター

165
近
鉄
大
阪
線

名張
警察署

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図


